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台
（
軽
自
動
車
を
含
む
）
で
す
。

　
自
動
車
税
の
減
免
申
請
の
期
限

は
、
５
月
31
日
㈫
ま
で
と
な
っ
て
い

ま
す
の
で
、
必
要
書
類
な
ど
の
詳
細

に
つ
い
て
は
事
前
に
県
税
事
務
所
ま

で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

　
ま
た
、
現
在
す
で
に
減
免
を
受
け

て
い
る
方
が
自
動
車
を
変
更
す
る
場

合
も
、
県
税
事
務
所
で
再
申
請
が
必

要
と
な
り
ま
す
の
で
注
意
し
て
く
だ

さ
い
。

○
お
問
い
合
わ
せ

　
筑
西
県
税
事
務
所
　
収
税
第
一
課

　
☎
０
２
９
６

（24）
９
１
９
０

◆
一
般
曹
候
補
生

○
応
募
資
格

　
18
歳
以
上
33
歳
未
満
の
方

○
試
験
日

　
1
次
：
５
月
20
日
㈫
～
５
月
29
日

㈰
の
う
ち
指
定
す
る
日

　
2
次
：
６
月
17
日
㈮
～
７
月
３
日

㈰
の
う
ち
指
定
す
る
日

○
受
付
期
間

　
３
月
１
日
㈫
～
５
月
10
日
㈫

 

（
締
切
日
必
着
）

◆
一
般
幹
部
候
補
生

○
応
募
資
格

　
22
歳
以
上
26
歳
未
満
の
方

※
22
歳
未
満
は
大
卒
者
（
見
込
み
含

む
）、
修
士
課
程
修
了
者
等
（
見
込

み
含
む
）
は
28
歳
未
満
の
方
）

○
試
験
日

　
1
次
：
４
月
23
日
㈯
～
４
月
24
日

㈰
の
指
定
す
る
日

　
2
次
：
５
月
27
日
㈮
～
６
月
2
日

㈭
の
う
ち
指
定
す
る
日

　
3
次
：
詳
細
は
、
自
衛
隊
茨
城
地

方
協
力
本
部
ま
で
お
問
い
合
せ
く

だ
さ
い
。

○
受
付
期
間

　
３
月
１
日
㈫
～
４
月
14
日
㈫

 

（
締
切
日
必
着
）

※
自
衛
官
候
補
生
の
受
付
は
、
年
間

を
通
じ
て
行
っ
て
お
り
ま
す
。

　
応
募
方
法
等
に
つ
い
て
詳
し
く
は

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
に
な
る

か
、
左
記
の
事
務

　
所
ま
で
ご
連
絡
く

　
だ
さ
い
。

○
お
問
い
合
わ
せ

　
自
衛
隊
茨
城
地
方
協
力
本
部

　
筑
西
地
域
事
務
所

　
☎
０
２
９
６

（22）
７
２
３
９

○
試
験
区
分

　
警
察
官
Ａ
（
男
性
・
女
性
）

　
警
察
官
Ｂ
（
男
性
・
女
性
）

○
受
験
資
格

【
警
察
官
Ａ（
大
卒
程
度
）】

　
平
成
元
年
４
月
２
日
以
降
に
生
ま

れ
た
方
で
、
学
校
教
育
法
に
よ
る
大

学
（
短
期
大
学
を
除
く
）
を
卒
業
し

た
人
、
も
し
く
は
令
和
５
年
３
月
31

日
ま
で
に
卒
業
見
込
み
の
人
ま
た
は

人
事
委
員
会
が
こ
れ
と
同
等
と
認
め

る
人

【
警
察
官
Ｂ
】

　
平
成
元
年
４
月
２
日
か
ら
平
成
16

年
４
月
１
日
ま
で
に
生
ま
れ
た
方

で
、
右
記
警
察
官
Ａ
の
受
験
資
格(

学

歴
区
分)

に
該
当
し
な
い
方
（
令
和
５

年
３
月
31
日
ま
で
に
高
等
学
校
を
卒

業
見
込
み
の
人
を
除
く
）

○
第
１
次
試
験
日
　
５
月
８
日
㈰

○
受
付
期
間

　
３
月
１
日
㈫
午
前
９
時
～

　
４
月
８
日
㈮
午
後
５
時

※
受
験
申
込
み
手
続
き
は
、
イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
（
電
子
申
請
）
か
ら

と
な
り
ま
す
。

○
そ
の
他

　
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
影
響
等

に
よ
り
試
験
日
程
が
変
更
と
な
る

場
合
が
あ
り
ま
す
。

　
採
用
や
業
務
に
関
す
る
ご
質
問

は
、
お
気
軽
に
左
記
問
い
合
わ
せ

先
ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

○
お
問
い
合
わ
せ

　
境
警
察
署
警
務
課

　
☎

（86）
０
１
１
０

　
境
警
察
署
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

　
協
会
け
ん
ぽ
に
ご
加
入
の
方
が
、

保
険
証
を
使
用
で
き
る
の
は
退
職
日

ま
で
で
す
。
家
族
（
被
扶
養
者
）
の

保
険
証
も
同
様
に
、
本
人
（
被
保
険

者
）
の
退
職
日
の
翌
日
か
ら
使
用
で

き
な
く
な
り
ま
す
。

　
ま
た
家
族
（
被
扶
養
者
）
が
、
就

職
等
に
よ
り
扶
養
か
ら
外
れ
る
場
合

は
、
扶
養
か
ら
外
れ
た
日
か
ら
保
険

証
を
使
用
で
き
な
く
な
り
ま
す
。

　
会
社
を
退
職
す
る
場
合
や
、
扶
養

か
ら
外
れ
る
際
は
、
必
ず
保
険
証
を

会
社
へ
返
却
し
て
く
だ
さ
い
。

○
お
問
い
合
わ
せ

　
協
会
け
ん
ぽ
茨
城
支
部

　
☎
０
２
９
（
３
０
３
）
１
５
８
２

　
植
え
て
は
い
け
な
い
け
し
は
、
法

律
で
栽
培
、
所
持
が
禁
止
さ
れ
て
い

ま
す
。
こ
の
時
期
、
け
し
は
花
を
咲

か
せ
ま
す
。
自
生
、
栽
培
し
て
い
る

不
正
大
麻
、
け
し
を
見
つ
け
た
と
き

は
、
最
寄
り
の
保
健
所
へ
連
絡
し
て

く
だ
さ
い
。

○
お
問
い
合
わ
せ

　
古
河
保
健
所
衛
生
課

　
☎

（32）
３
０
２
１
　

一
般
曹
候
補
生
・
自
衛
隊

幹
部
候
補
生
募
集

茨
城
県
警
察
官
募
集

自
動
車
税
は
ク
レ
ジ
ッ
ト

カ
ー
ド
納
税
が
で
き
ま
す

自
動
車
税
の
減
免
申
請

保
険
証
を
使
え
る
の
は

退
職
日
ま
で
で
す

不
正
大
麻・け
し
撲
滅
運
動

　
パ
ソ
コ
ン
や
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
か

ら
「
Ｙ
ａ
ｈ
ｏ
ｏ
！
公
金
支
払
い
」

の
ポ
ー
タ
ル
サ
イ
ト
へ
接
続
し
、
毎

年
５
月
上
旬
に
届
く
納
税
通
知
書
の

情
報
等
を
入
力
す
る
こ
と
に
よ
り
利

用
可
能
で
す
。
手
数
料
は
１
件
に
つ

き
３
２
４
円
（
税
込
）
で
す
（
た
だ

し
、
住
所
変
更
等
に
よ
り
最
初
の
通

知
が
届
か
な
か
っ
た
方
は
、
利
用
で

き
ま
せ
ん
）
。

　
な
お
、
金
融
機
関
や
コ
ン
ビ
ニ
等

で
は
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
に
よ
る
納

付
は
で
き
ま
せ
ん
の
で
注
意
し
て
く

だ
さ
い
。

　
詳
細
は
納
税
通
知
書
に
同
封
さ
れ

る
チ
ラ
シ
ま
た
は
県
税
務
課
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
で
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

○
お
問
い
合
わ
せ

　
茨
城
県
税
務
課

　
☎
０
２
９
（
３
０
１
）
２
４
１
８

　
茨
城
県
で
は
、
障
が
い
者
手
帳
の

発
行
を
受
け
て
い
る
等
、
一
定
の
要

件
を
満
た
す
場
合
は
、
申
請
に
よ
り

自
動
車
税
を
減
免
す
る
制
度
を
設
け

て
い
ま
す
。

　
減
免
の
対
象
と
な
る
自
動
車
は
、

障
害
を
お
持
ち
の
方
１
人
に
つ
き
１


